
熊本地震・日本政府宛義援金受付期間について 

 

 日本国大使館では現在、熊本地震の義援金を受け付けておりま

すが、日本政府宛義援金について、平成３０年３月３１日まで延長

することとなりましたので，お知らせいたします。 

 


